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４ 在宅保健サービス 
 ４-１ ヘルシー講習会（高齢者食生活改善事業） 

津市食生活改善推進員とともに、健康の基本である食生活を見直し、食べる楽しみ

をもつことで、健康の維持、増進を図り、高齢者のみなさんの交流の場にもなる教室

です。 

●対 象 者 おおむね６５歳以上の人とその支援のための活動に関わる人  

●内  容 骨粗しょう症予防のための食事 

主食・主菜・副菜を揃えたバランスのよい食事 など 

●費  用 有料（４００円程度） 

●場  所 市内各地区市民センター及び公民館等 

●お問い合わせ 各保健センター  参照＞→P.1  

 

４-２ 訪問指導 <保健師等が訪問します> 

保健師・看護師・栄養士・歯科衛生士が訪問し、生活習慣病予防、フレイル予防、

介護予防、栄養改善、口腔衛生の向上などの相談及び助言を行います。 

●対 象 者 生活習慣病など健康に不安のある人とその家族 

●費  用 無料 

●お問い合わせ 各保健センター  参照＞→P.1  

 

４-３ 健康手帳の交付 <健康の記録を残しましょう> 

健康診査結果や予防接種歴、受診の状況について記録を残すことで、自らの健康管

理に役立ててもらうよう、健康手帳を交付しています。 

●対 象 者 希望者や健康診査などを受診した人 

●費  用 無料 

●お問い合わせ 各保健センター  参照＞→P.1  
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４-４ 健康相談 <ひとりで悩まずに早めに相談を> 

■ こころの健康相談 

 精神科医師または公認心理師が、こころの病気や不安などの相談に応じます。 

●対 象 者 こころの悩みがある人及びその家族  

●費  用 無料 

※ 相談の日時等の詳細は、広報津「健康づくりだより」をご覧ください。 

●お問い合わせ 各保健センター  参照＞→P.1 
 

■  健康相談・栄養相談 

 こころとからだ、健康に関する相談に保健師が応じます。また、生活習慣病予防の

食事やバランスのとれた食事など栄養に関する全般的な相談に栄養士が応じます。 

●費  用 無料 

・定期相談の日時等の詳細は、広報津「健康づくりだより」をご覧ください。 

・随時相談も受付しています。いずれも事前予約が必要です。 

●お問い合わせ 各保健センター  参照＞→P.1  

 

４-５ 健康教育   <健康づくりをすすめましょう> 

■ 元気づくり教室（出前健康教室・健康相談）  

 自治会・老人会などの団体や健康づくりの自主グループなどからの依頼により、保

健師・看護師・栄養士・歯科衛生士等が会場に出向いて、健康に関する講話、健康体

操や健康相談などを行います。 

●内 容 歯の健康、食生活や栄養、生活習慣病予防、フレイル予防、認知症や

ねたきりの予防などの話、健康体操や相談 

●利用方法 開催希望日の１か月前までに各保健センターへ、日程、内容などを相

談のうえ、派遣依頼書と健康教室等開催のチェックリスト（所定様式

あり）を提出してください。

（原則：１団体につき年間２回程度、月～金曜日の午前９時～午後５時、木曜日は除く）  

●費 用 無料 

●お問い合わせ 各保健センター  参照＞→P.1  
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■ 美里保健センター（運動施設）での講座について 

 美里保健センター運動施設では、下記の講座を実施しています。 

 講座名 予約 定員  備考 

ストレッチ体操 不要 なし  

水中運動 要 20  

初心者ウォーキング（水中） 要 20  

ゆっくりのびのび体操 要 20  

水中のんびり歩行 要 12 

運動相談を受け、歩く力をつける必

要があると判断された人を対象とし

ます。 

●使 用 料  １６歳～６４歳 ３１０円 

６５歳以上・障がい者手帳をお持ちの方 １５０円 

※ 施設を利用するには、事前に利用講習会を受講する必要があります。 

 ＜利用講習会のご案内＞ 

●開催時間 （火曜日～土曜日） １５：３０開始 

（日曜日・祝日）  １１：００開始 

※ 開始１０分前には受付にお越しください。 

●お問い合わせ 美里保健センター（運動施設専用電話）TEL：279-3550  
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４-６ 健康診査・がん検診等  

健康診査・がん検診等を受診の際には受診券が必要です。日時、申込方法、費用、

持参するもの等の詳細は、広報津６月１６日号と同時期に配布の「保存版 がん検診

と健康診査のご案内」や各受診券発送案内通知をご覧ください。 

※ 健康増進法健康診査、肝炎ウイルス検診、がん検診、結核健診及び歯周病検診の

対象年齢は年度末年齢です。 

■  国民健康保険特定健康診査 

●対 象 者   津市国民健康保険加入の４０歳～７４歳の人 

●料 金  ５００円（前年度の市・県民税非課税世帯の人：無料） 

●実施期間  ７月～１１月【個別健診】 

８月～１月【集団健診】 

●お問い合わせ 保険医療助成課  TEL：229-3317 

 

■ 後期高齢者健康診査 

●対 象 者  津市の後期高齢者医療制度の被保険者（７５歳以上の人・６５歳～７４歳

で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた人） 

●料  金  無料 

●実施期間 ７月～１１月【個別健診】 

８月～１１月【集団健診】 

●お問い合わせ 保険医療助成課  TEL：229-3285 

           三重県後期高齢者医療広域連合  TEL：221-6884            

 

■ 健康増進法健康診査 

●対 象 者 ４０歳以上で、医療保険未加入の人（生活保護を受給されている人など） 

●料  金 無料 

●実施期間 ７月～１１月【個別健診】 

●お問い合わせ 健康づくり課または各保健センター  参照＞→P.1 
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■ 肝炎ウイルス検診 

血液検査によるＢ型抗原・Ｃ型抗体肝炎ウイルス検査を実施します。 

●対 象 者 ① ４０歳の人 

② ４１歳以上で過去に津市の肝炎ウイルス検診を受けていない人（年

齢に上限あり） 

●実施期間  ７月～翌年３月 

●お問い合わせ 健康づくり課または各保健センター  参照＞→P.1 

 

■ がん検診 

対象の検診は、年齢、受診歴により異なります。受診券でご確認ください。 

検診の種類 検査方法 検査内容 

胃がん検診 

内視鏡検査 

（胃ｶﾒﾗ） 

小型ｶﾒﾗを装着した細い管を口または 

鼻から挿入、胃の中を観察します 

ｴｯｸｽ線検査 

（ﾊﾞﾘｳﾑ） 

造影剤と胃を膨らませる発泡剤を飲んで 

ﾚﾝﾄｹﾞﾝ撮影を行います 

肺がん検診 ｴｯｸｽ線検査 胸部のﾚﾝﾄｹﾞﾝ撮影を行います 

大腸がん検診 
免疫便潜血検査

２日法 

提出した２日分の便に混じった血液の有 

無を調べます 

子宮がん検診 頸部がん検査 
子宮入り口の細胞を綿棒などで採取し、が

ん細胞の有無を調べます 

乳がん検診 

乳房ｴｯｸｽ線検査

（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 
乳房をはさんでﾚﾝﾄｹﾞﾝ撮影を行います 

乳房超音波検査

（ｴｺｰ） 

乳房に超音波をあて、その反射で内部の様

子を調べます 

前立腺がん検診 
前立腺特異抗原 

（PSA）値測定検査 

採血によりPSA（前立腺特異抗原）の濃度

を調べます 

●対象者 症状のない人（当該疾患で治療中・観察中の人は除く） 

●実施期間 ７月～翌年３月 

●お問い合わせ 健康づくり課または各保健センター  参照＞→P.1 
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■ 結核健診 

●対 象 者      ６５歳以上の人 

●料 金  無料 

●場 所  保健センター等 

●実施期間  ７月～翌年２月 

●お問い合わせ 健康づくり課または各保健センター  参照＞→P.1 

 

■ 歯周病検診  

●対 象 者        ３０歳・４０歳・５０歳・６０歳・７０歳の人 

●料 金  無料 

●場 所  市内協力医療機関 

●実施期間  ８月～１１月 

●お問い合わせ 健康づくり課または各保健センター  参照＞→P.1  

 

４-７ 高齢者インフルエンザ予防接種  

●対象者 津市に住民登録があり、①、②のいずれかに該当する人 

① 接種当日の年齢が６５歳以上の人 

② 接種当日の年齢が６０歳から６４歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能

またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいがあり、日常

生活が極度に制限される人                   

※ 詳しくはかかりつけ医にご相談ください。 

●料 金 一部自己負担があります。 

※ 生活保護受給者は無料です。（被保護証明書が必要です。） 

●場 所 県内協力医療機関 

※ 接種期間などの詳細については広報津をご覧ください。 

●お問い合わせ 健康づくり課または各保健センター  参照＞→P.1  
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４-８ 高齢者肺炎球菌定期予防接種 

●対象者 津市に住民登録があり、①、②のいずれかに該当する人 

※ 過去に１回でも肺炎球菌ワクチン（２３価）を接種した人は対象と 

なりません。 

① 年度内に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、 

１００歳となる人 

② 接種当日の年齢が６０歳から６４歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能

またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいがあり、日常

生活が極度に制限される人  

※ 詳しくはかかりつけ医にご相談ください。 

●料  金 一部自己負担があります。  

※ 生活保護受給者は無料です。（被保護証明書が必要です。） 

●場  所 県内協力医療機関 

※ 定期予防接種の対象とならない６５歳以上の人には費用助成の制度があります。 

（過去に１回でも肺炎球菌ワクチン（２３価）を接種した人は対象となりません。） 

 ※ 上記対象者は、令和５年度時点の内容であり、令和６年度からは対象者が変更 

される予定です。詳しくは、お問い合わせください。 

●お問い合わせ 健康づくり課または各保健センター  参照＞→P.1  

 

４-９ 高齢者肺炎球菌予防接種費用助成 

●対象者 津市に住民登録がある満６５歳以上の人で高齢者肺炎球菌の定期予防

接種の対象者でない人。（脾臓を摘出している人と公害健康被害認定を受

けている人を除く） 

※ 過去に１回でも肺炎球菌ワクチン（２３価）を接種した人は対象と 

なりません。 

●料  金 接種にかかる費用の一部を助成します。 

※ 助成を受けるには助成券が必要です。事前に申請してください。 

●場  所 県内協力医療機関 

●お問い合わせ 健康づくり課または各保健センター  参照＞→P.1  

 


